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チェンバーズサロン取材協力店を募集しています
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【国】持続化給付金

〔給付額〕前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲５０％の月売上×１２ヶ月）

　　　　　により算出した額　

　　　　　上限額　法人２００万円、個人事業者１００万円

〔お問合せ先〕

　　　　　持続化給付金事業コールセンター　０１２０－１１５－５７０

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比▲５０％

以上減少した中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを

含む個人事業主に対して、事業全般に広く使える給付金

【国】小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞

・サプライチェーンの毀損への対応（Ａ類型）　

・非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費（Ｂ類型）

・テレワーク環境の整備に要する経費（Ｃ類型）

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために以下の事業に

取り組む費用の２/３、３/４以内を補助（上限額１００万円）

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 関 す る 事 業 者 向 け 支 援 策
（令和2年10月30日現在）

感染拡大防止の取組に要する経費（事業再開枠）＋〇

感染拡大防止の取組に要する経費（事業再開枠）＋〇

最終第5回

申請期日

Ｒ2.

12 10

第4回

申請期日

Ｒ3. 消
印
有
効

2 5

最終第5回

申請期日

Ｒ2.

12 10

【国】家賃支援給付金

〔対象者〕中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、令和２年

　　　　　５月～１２月において以下のいずれかに該当するテナント事業者

　　　　　・いずれか１ヶ月の売上高が前年同月比で５０％以上減少

　　　　　・連続する３ヶ月の売上高が前年同月比で３０％以上減少

〔給付額〕申請時の直近の支払家賃（月額）に基づき算出される給付額（月額）の

　　　　　６倍（６ヶ月分）

　　　　　上限額　法人５０万円又は１００万円　 個人２５万円又は５０万円

〔お問合せ先〕

　　　　　０１２０－６５３－９３０

地代・家賃の負担を軽減を目的として、テナント事業者に対して

支給される給付金制度

【国】小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

小規模事業者が商工会議所の助言をうけて経営計画を作成して、

その計画のもと地道な販路開拓等に取り組む費用の２/３以内を補助

（上限額５０万円）

申請期日
Ｒ3.

ま
で

1 15

申請期日
Ｒ3.

ま
で

1 15

最終第5回

申請期日

Ｒ2.

必
着

12 10
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〔融資対象者〕新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近１ヶ月の売上高が
　　　　　　　前年または前々年の同月と比較して5％以上減少した小規模事業者
　　　　　　　（商工会議所が経営指導を行ったのち、日本政策金融公庫に推薦
　　　　　　　する融資制度）
〔資金使途〕　設備資金および運転資金
〔融資限度額〕１，０００万円（別枠）
〔返済期間（据置期間）〕設備資金１０年以内（うち４年以内）運転資金７年以内
　　　　　　　　　　（うち３年以内）
〔利率（年）〕

その他、京都府ホームページに
「新型コロナウイルスに関する事業者向け支援制度（京都府版）」
が掲載されていますのでご覧ください。

【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス対策マル経融資

【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症特別貸付

当初3年間
4,000万円以下

4,000万円超

〔融資対象者〕新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、

　　　　　　　次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

　　　　　　　１．最近１ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して５％以上減少している方

　　　　　　　２．業歴３ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して

　　　　　　　　　５％以上減少している方 

　　　　　　　　　(1)過去３ヵ月（最近1ヵ月を含む）の平均売上高　　(2)令和元年１２月の売上高

　　　　　　　　　(3)令和元年１０月から１２月の平均売上高

〔資金使途〕　設備資金および運転資金

〔融資限度額〕８，０００万円（別枠）

〔返済期間（据置期間）〕設備資金２０年以内（うち５年以内）　運転資金１５年以内（うち５年以内）

〔利率（年）〕
0.36％ ※災害基準利率（1.26％）から0.9％引下げあり

3年経過後 1.26％ ※災害基準利率からの引き下げなし

当初3年間 0.31％ ※特別利率Ｆ（1.21％）から0.9％引下げあり

3年経過後 1.21％ ※特別利率Ｆからの引き下げなし

※災害基準利率からの引き下げなし1.26％

なお、以下の要件を満たす場合、中小機構が行う特別利子補給制度の適用があります。

　　　　　　　①個人事業⇒要件なし　　　②小規模事業者（法人）⇒売上高15％以上減少

　　　　　　　③中小企業（上記①②を除く事業者）　　　　　　　⇒売上高20％以上減少

なお、中小機構が行う特別利子補給制度の適用があります。

京都市下京区寺町通仏光寺東入ル
TEL（075）351-4177 FAX（075）351-4388

株式会社株式会社 國友銃砲火薬店國友銃砲火薬店

（利率は令和2年11月2日現在）

（令和2年10月16日時点）

（利率は令和2年11月2日現在）

ＰＤＦ
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亀岡商工会議所は、会員の皆様を中心として成り立って
おります。当会議所に、新たに加入いただいたメンバーを
ご紹介します！

cocoroパン教室 下村　加代子 パン教室 亀岡市東つつじヶ丘曙台4丁目
2-4 090-6962-4068

代表者名事業所名 業種 所在地 電話

新入会員のご紹介新入会員のご紹介 （令和2年9月～10月）

一般社団法人きりぶえ 松井　利夫 美術企画・教育 亀岡市薭田野町太田竹ヶ花
7番地 090-4495-6616

関口総業 関口　友紀 建築業 亀岡市保津町弐番17-12 080-2407-9000

山下建工 山下　弘樹 解体業 亀岡市北河原町1丁目3-29-304 080-4497-8374

颯蓮建設 俣野　大志 解体業 亀岡市大井町並河2丁目2-15 090-7355-2982

株式会社 庚 佐々木　まや 化粧品小売業
亀岡市南つつじヶ丘大葉台
2丁目41番8号 090-4245-9809

FUJI整骨院 山下　不二雄 柔道整復師 亀岡市古世町西内坪61-1 0771-25-4561

Moon Rabbit 品川　由美子 ガーデニング雑貨
小売業

亀岡市畑野町土ヶ畑布子谷
2-107 090-8525-1032

みきのセラピールーム 山田　美季 心理カウンセラー 亀岡市東別院町鎌倉見立
19-276 080-6134-3527

Akari 安達　佳輝 飲食業 亀岡市北古世町1丁目12 0771-25-1331

佐川印刷株式会社 木下　宗昭 印刷業 亀岡市薭田野町佐伯岩谷ノ内
院ノ芝47-1 075-933-8081

坂松建設 坂松　新次郎 解体業 亀岡市篠町野条下川20A3-3 0771-22-6329

小林　明夫 経営コンサ
ルティング

大阪府高槻市別所本町
10-1-512 072-681-8196

松村会計事務所 松村　治泰 税理士業 亀岡市馬路町三軒屋94番地 090-4563-1684

陸奥田亮子税理士事務所 陸奥田　亮子 税理士業 亀岡市南つつじヶ丘大葉台
1-22-7 0771-25-0912

株式会社サン・トレジャー 原田　正規 不動産賃貸業 亀岡市河原町230番地2 0771-21-8741　

税理士業田中不二夫税理士事務所 田中　不二夫 亀岡市畑野町土ヶ畑牛道2-117 0771-28-5871
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最新情報を
お届けします！

個別専門相談日のご案内個別専門相談日のご案内

Please tele
phone.

秘 密 厳 守・完 全 予 約 制

法律相談

金融相談

税務相談

労働相談

創業相談

年金相談 経営安定
特別相談

IT相談

専門家による各種ご相談を受付けております。（予約制）
お問合せ・予約は、亀岡商工会議所中小企業相談所
（ＴＥＬ２２-００５３）まで

営業・機械設備等導入の設備資金や、
仕入れ資金、運転資金、手形・買掛
金決済資金、店舗改装資金など、事
業資金に関するご相談に応じます。

債権回収、不動産、契約トラブル、
その他商取引や事業にかかる法律上
の問題に関するご相談に応じます。

公的年金・企業年金・個人年金等に
関する事から、障害年金・老齢年金
・遺族年金等に関する専門的な事ま
で、年金に関するあらゆるご相談に
応じます。

ホームページを活用した広報活動や
販売促進、企業内業務へのＩＴ導入
など、情報技術に関するご相談に応
じます。

創業計画作成、資金調達、税務・労務手
続きをはじめ、総合的な相談窓口やスキ
ルアップの場を提供するほか、創業支援
をより効果的に行うことで当地域の経済
活性化を目指す亀岡地域の公的な創業支
援ネットワークです。

労働基準法や就業規則の問題、社会
保険、労働保険、育児・介護休業法
など労働に関するあらゆる分野につ
いてのご相談に応じます。

相続税、贈与税、所得税、消費税等
に関するご相談や、確定申告の際の
記入方法や申告内容等についてのご
相談に応じます。

企業倒産の防止を主な目的とし、仕入れ、
生産、販売についての見直しや、市場調
査、経営診断等での状況の把握や分析作
業を行うなど、企業の抱える課題や悩み
のご相談に応じます。

メルマガ会員登録のご案内

イベントやお知らせを、
いち早くお届けします。
登録は無料です。
どうぞご登録ください。

メルマガ会員登録のご案内

日本商工会議所より、
検定事業における当会議所の
功績に表彰状をいただきました。

表彰状をいただきました！

相談
店舗設計・
マーケティング
店舗設計・
マーケティング相談

専門相談員　谷口　一夫

ＴＥＬ：22-0053

永年の実務経験を生かし、亀岡商工業の活性化
に貢献します。上記を通じて、地域社会の発展に
寄与します。

中小企業診断士(商業)・衛生管理者(工業)
販売士2級・マーケティング

専門相談員への予約等、
お気軽にお問合せ下さい。

亀岡商工会議所

(専門分野の支援内容)　

※辛口での評価・助言がモットーです。   

①健全経営 　　　　　　　　 　②営業戦略・戦術

③商品戦略・開発・見直し  ④提案書・仕様書作成 

⑤食品工場運営管理 　　 ⑥品質管理・衛生管理 

⑦作業改善・生産性向上  ⑧苦情解決多数=取引再開  

⑨店舗開発  　　　　　　　　 ⑩立地選択

⑪投資回収シミュレーションを活用し赤字を出さない経営  

⑫その他多数有り

取得
資格

令和2年 9月 1 7日

日本商工会議所より

検定事業における

受験者数の拡大の

功績について表彰を

いただきました。
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京都銀行

京都信用金庫

京都中央信用金庫

京都北都信用金庫

近畿労働金庫

京都信用保証協会

みなさまの地元金融機関

FRONTIER
亀岡市大井町土田 1 丁目 8-17〒621-0011

携 帯 電 話 ： 0 9 0 - 4 7 6 9 - 4 4 0 6

T E L＆FA X： 0 7 7 1 - 2 0 - 1 1 4 0 正規代理店

パソコンサポート  アクア 出張パソコンサポート・販売・修理・整備

ドローンを使った
空撮サービス
はじめました

ご購入からアフターサービスまで安心・安全のお店

ドコモショップ亀岡店
亀岡市荒塚町２丁目４番 16 号

　令和２年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法等についての説明会を以下の通り

に開催しますので、ご案内申し上げます。

　なお、説明会は、園部税務署から年末調整における前年からの変更点をはじめ、

令和２年度税制改正事項等について説明をいたします。

※説明会では、「年末調整のしかた」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と

　提出の手引き」などのパンフレットを用いて説明いたしますので、税務署から

　郵送された書類をご持参ください。

〈説明会参加に関するお問合せ先〉亀岡商工会議所中小企業相談所（☎２２－００５３）

※本誌同封の参加申込書をＦＡＸ下さい。

源泉所得税の年末調整説明会のご案内

開催日時

場　所

説明者

令和２年１２月２日（水）１４：００～１６：００

ガレリアかめおか大広間

園部税務署

亀岡商工会議所会員の皆様へ


